
船舶事故等調査報告書 

平成２４年１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１神第４８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月１７日（水） １２時３０分ごろ 

発生場所 明石海峡南東方沖 

 神戸市垂水区所在の平磯灯標から真方位１４６°６,９００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３４.２′ 東経１３５°０６.５′） 

事故等調査の経過 平成２３年３月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、１.５トン 

   ＨＧ３－３５８０１（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ モーターボート 遊々
ゆうゆう

丸、５トン未満（長さ６.３６ｍ） 

２５０－１７６９４兵庫、個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ３人（船長、同乗者２人） 

損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷舷縁部に亀裂及び船橋窓破損 

事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、明石海峡南東方沖を手動操舵により

約９.５ノットの速力で北西に向け、船首浮上による前方の死角が存在す

る状態で航行中、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人２人を乗せ、船

首を北東に向けた状態で魚釣りに専念して漂泊中、平成２２年１１月１７

日１２時３０分ごろＡ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 船長Ａは、航行中、船首が浮上して前方が確認しづらかったが、そのま

ま航行し、Ｂ船に気付かなかった。 

船長Ｂは、右肘関節捻挫等を負い、同乗者２人が打撲傷等を負った。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、明石海峡南東方沖を北西進中、船長Ａ

が、船首浮上による死角を補う適切な見張りを行

っていなかったことから、衝突するまでＢ船に気

付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、明石海峡南東方沖において、魚釣りを

しながら漂泊中、船長Ｂが、釣りに意識を集中

し、適切な見張りを行っていなかったことから、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 



原因  本事故は、明石海峡南東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊

中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船首浮上による死角を生じる場合、船首を左右に振るなどの死角を補

う見張りを行うこと。 

・船長は、漂泊中においても同乗者の協力を得て周囲の見張りを行うこ

と。 

 

 

 




